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令和５年７月南大隅町農業委員会定例総会 議事録 

 

 

１ 開催日時  令和 5年 7月 18日（火曜日） 午前 9時 00分～午前 9時 35分 

 

２ 開催場所  南大隅町役場 佐多支所  

 

３  （１）出席委員（11人） 

会  長 １３番 橋 口  初 男 

委  員 1番 山之口  勝一 

〃 ２番 北之口  洋一 

〃 ３番 富 田  良 成 

 ５番 後 藤  望 

〃 ６番 淵 脇  耕 二 

〃 ７番 溝 田  耕 一 

〃 ８番 東 山 崎 勝 一 

〃 ９番 吉 永  一 雪 

〃 １０番 田 淵  哲 朗 

〃 １１番 德 留  徳 次 

 

４ 農業委員会事務局職員 

事務局長         木佐貫 公子 

   事務局書記      中島 大貴 

   事務局会計年度職員  山下 晶子 

 

５ 議事日程 

   第１  議事録署名委員の指名 

 

   第２ 議案第 122号 農地法第 3条の規定による許可申請について 

議案第 123号 農地法第 5条の規定による許可申請について 

      議案第 124号 農業経営基盤強化促進法第 18条第 1項の規定による 

             農用地利用集積計画の決定について 
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６ 会議の概要 

 

 

議 長： ただいまから、令和５年７月南大隅町農業委員会定例総会を開会いたします。 

     本日の定例会の出席委員は１１名です。１２番横原委員から欠席の届けがありました。

よって１２名中１１名の出席ですので、総会は成立しております。 

 

     農地利用最適化推進委員については、９名の出席でございます。 

次に、南大隅町農業委員会会議規則第 14条第 2項に規定する議事録署名委員の指名

ですが、議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議 長： それでは、８番の東山崎委員と９番の吉永委員の両名を指名致します。 

     本日の会議書記には事務局職員の中島氏と山下氏を指名いたします。 

以上で日程第１を終わります。 

 

 

議 長： 次に、日程第２の議案の上程に入ります。 

議案第１２２号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題といたします。 

許可申請は２件です。それでは、事務局より議案の説明を求めます。 

 

事務局： 農地法第３条の許可申請は、所有権の移転に関するものが２件でございます。 

 

（２ページ 議案第１２２号の議案書、３ページの集計表の読み上げ） 

 

受付番号１番の資料については、４ページ、５ページをそれぞれお目通しください。 

また、別添の調査表についても、それぞれ審議の際にご覧いただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

議 長： ありがとうございます。 

ここで、担当委員の現地調査の報告を求めます。簡潔にお願いします。 

 

１０番： １０番、田淵です。７月９日午後５時半から田島推進委員と譲受人の３人で調査を行

いました。日曜の夕方でしたが、譲受人の仕事の都合でこの時間となりました。 

この申請地は６、７年前までは譲受人が借りて堆肥を野積みされていました。 

その後、放置され、今は萱やセイタカアワダチソウが生い茂っている状況です。 

譲受人は手入れし、来年にはカライモを作付けする予定とのことです。復旧には相当

な時間と費用がかかると思われますが、このまま放棄地とするよりは畑に復旧して利

用するとのことですので、問題ないと考えます。よろしくお願いします。 

 

議 長： ありがとうございます。ただ今事務局からの説明および担当委員の報告がありました

が、これより、質疑に入ります。農業委員、推進委員問わずご意見、ご質問等ありま

せんか。地区担当の田島推進委員、なにかご意見等ありませんか。 

 

 （意見、質疑なし） 
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議 長： よろしいですか。それでは、受付番号１番について農地利用最適化推進委員の判断を

いただきたいと思います。推進委員の皆さんにお伺いします。受付番号１番について、

許可やむなし。とされる方は挙手をお願いします。 

 

     （全員挙手） 

 

議 長： ありがとうございました。全推進委員、「許可やむなし」でございます。 

     それでは、農業委員による採決をいたします。ただ今の推進委員の挙手状況を踏まえ、

議案第１２２号、受付番号１番について許可することに賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

     （全員挙手） 

 

議 長： 全員賛成ですので議案第１２２号、受付番号１番は許可することに決定いたします。 

      

議 長：  次に議案第１２２号、受付番号２番についてです。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局： 受付番号２番につきましては、６ページ、７ページです。それぞれお目通しください。 

また、別添の調査表についても、併せてご覧いただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

議 長： ありがとうございます。ここは私の担当区ですので報告いたします。 

     ７月１５日に谷口推進委員と申請人と現地調査しました。申請地は○○集落の○○の

近くで、申請人の自宅の前です。申請人の祖母の代から借りて耕作しており、現在は、

会社勤めであるため、母と一緒に耕作しており、ナスやトマトなどの夏野菜、が栽培

されていました。今後も菜園として利用するとのことで何ら問題ないと考えます。ご

審議のほどよろしくお願いします。 

農業委員、推進委員問わずご意見、ご質問等ありませんか。 

 

     （意見、質疑なし） 

 

議 長： よろしいですか。それでは、受付番号２番について、農地利用最適化推進委員の判断

をいただきたいと思います。推進委員の皆さんにお伺いします。受付番号２番につい

て、許可やむなし。とされる方は挙手をお願いします。 

 

     （全員挙手） 

 

議 長： ありがとうございました。全推進委員、「許可やむなし」でございます。 

     それでは、農業委員による採決をいたします。ただ今の推進委員の挙手状況を踏まえ、

議案第１２２号受付番号２番について許可することに賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

     （全員挙手） 

 

議 長： 全員賛成ですので、議案第１２２号受付番号２番は許可することに決定いたします。 
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議 長： 次に議案第１２３号「農地法第 5条の規定による許可申請について」を議題といたし

ます。許可申請は１件です。事務局より説明をお願いします。 

 

事務局： それでは８ページ議案第１２３号の議案書をご覧ください。議案書を元に説明致しま

す。 

 

（８ページ 議案第１２３号の議案書の読み上げ） 

 

受付番号１番の資料につきましては９ページから１７ページまででございます。転用

目的は保育園の運動場整備に関するものです。それぞれお目通し下さい。 

なお、農地の区分と転用目的は問題ないと考えますので、よろしくお願いします。 

 

議 長： ここで、担当委員の現地調査の報告を求めます。簡潔にお願いします。 

 

７ 番： ７番溝田です。７月１４日午前９時より橋口会長、徳留委員、野村推進委員、事務局

より２名、申請人の代理人で調査いたしました。申請地は○○集落内にある○○東側

の排水路を挟んだ水田で、４年ほど耕作されていない状況です。南側は宅地、東、北

側は水田で申請地よりも５０ｃｍほど高いです。西は排水路となっております。調査

の意見としては、譲受人の○○の増改築工事に伴い、既存○○が狭くなり、○○並び

に○○の○○を確保する為、申請地を第二の○○として活用したいとのことで、排水

路には橋を架け、申請地は現況のまま、周りに柵を設ける計画で問題ないと考えます。

以上です。 

      

議 長： ありがとうございます。ただ今、担当委員の報告がありましたが、これより質疑に入

ります。農業委員、推進委員問わず、ご意見、ご質問等ございませんか。 

     地区担当の野村推進委員、何かご意見がありましたらお願いいたします。 

 

事務局： 現地確認のあと、申請人より資料差し替えと追加の情報がありましたのでお知らせし

ます。 

 

     （差し替え資料、追加情報の説明） 

 

６ 番： すみません。今回は所有権の移転もありますよね。３条申請は提出されてますか。 

 

事務局： 本申請は５条申請で出されているため、地目変更と所有権移転の両方での申請となり

ます。 

 

議 長： ありがとうございます。同時進行での手続きになりますね。 

皆さんからは他にございませんか。 

 

（意見、質問なし） 

 

議 長： それでは受付番号 1番について農地利用最適化推進委員の判断をいただきたいと思い

ます。推進委員の皆さんにお伺いします。受付番号１番について、許可相当とするこ

とに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 
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議 長： ありがとうございました。全推進委員、許可相当に賛成でございます。 

     それでは農業委員による採決をいたします。ただ今の推進委員の挙手状況を踏まえ、

議案第１２３号受付番号１番について、許可相当とされることに賛成される方は挙手

をお願いします。 

      

（全員挙手） 

      

議 長： 全員賛成ですので、議案第１２３号は、許可相当として県知事に意見を送付いたしま

す。 

 

 

議 長： 次に議案第１２４号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利

用集積計画の決定について」を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

 

事務局： 町長より農用地利用集積計画の決定を求められておりますので、説明します。 

 

     （１８ページ 議案第１２４号の議案書の読み上げ） 

     １９ページの総括表をご覧ください。（総括表の読み上げ） 

     ２０ページから２４ページの集積計画については、それぞれ御目通しください。 

     ここで修正がありますので、よろしくお願いします。 

       

     （修正箇所の説明） 

 

議 長： これより質疑に入ります。農業委員、推進委員問わず、ご意見、ご質問等はありませ

んか。 

 

６ 番： ７番から１１番の○○さんについて教えていただきたいです。 

 

事務局： ○○さんは○○にお住まいですが、町内の水田を相対で借り、これまで耕作してきた

とのことです。今回、○○に水田の申請をするにあたり、利用権設定を結ぶ必要が出

てきたとのことで相談があり、今回の設定となりました。 

 

１０番： ○○さんはもともと○○地区にお住まいでしたが、仕事の関係で○○に住居を移し 

ました。 

 

６ 番： わかりました。ありがとうございます。 

 

野村委員: １２番の申請はなぜ中途半端な期間なのですか。 

 

事務局： 終期のみ決まっていたようで、今回の更新で設定は最後と聞きました。 

 

２ 番： ７番の申請については借主、貸主両方同じ名前なのですが大丈夫ですか。 

 

事務局： ここについては、借主の親戚所有の農地だそうです。そのため、設定のお願いに行っ

た際、「あなたが書いてくれ」と言って貸主として記入しなかったそうです。 

鹿屋市にそれでも良いか確認すると、良いとのことだったので今回の形となりました。 
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議 長： ほかにいませんか。よろしいでしょうか。 

それでは農地利用最適化推進委員の判断をいただきたいと思います。 

     推進委員の皆さんにお伺いします。 

     議案第１２４号の集積計画について、異議なし。とされる方は挙手をお願いします。 

 

     （全員挙手） 

 

議 長： ありがとうございました。全推進委員、異議なし。でございます。 

     それでは、農業委員による採決をいたします。ただいまの推進委員の挙手状況を踏ま

え、議案第１２４号について、計画通り決定することに賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

     （全員挙手） 

 

議 長： 全員賛成ですので、議案第１２４号は計画のとおり決定いたします。 

 

 

議 長： 以上で、本日の議案の審議をすべて終了いたしました。 

     次に、その他の件について、農業委員、推進委員、事務局からご発言があれば挙手を

お願いします。 

 

事務局： 事務局：その他、８月の行事予定について 

 

議 長： 他にございませんか。無いようですので、以上をもちまして、 

令和５年７月南大隅町農業委員会定例総会を閉会いたします。 

 

 

 

 以上会議の顛末を記載し、その旨、相違なきことを証明するためにここに署名する。 

 

 

            南大隅町農業委員会 会長   橋口 初男 

 

 

南大隅町農業委員会 委員   

 

 

南大隅町農業委員会 委員 


